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延滞金は必ず徴収します延滞金は必ず徴収します延滞金は必ず徴収します

　税は、まちづくりを支える大切な財源です。
　ほとんどの町民の方は、町税を納期限内に自主的に納めていただいています。
　再三の催告にも納付に応じない滞納者に対しては、税負担の公平性を確保する
ため、やむを得ず強制的に給与、不動産、自動車、預貯金、生命保険等の財産の差
押えを執行し、その財産をインターネット公売などにより換価し、滞納税額に充て
ます。
　また、場合によっては、職員が滞納者の自宅等を強制的に捜索して、発見した財
産を差押え、搬出することも行います。


